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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの送信／受信チャネル（４２／１０、４４／２０、４６／２５、４８／
１５）を備えたマルチビームレーダセンサ装置（１）であって、前記少なくとも２つの送
信／受信チャネルの信号経路はそれぞれにアンテナ（４２、４４、４６、４８）及び混合
器（１０、１５、２０、２５）を含み、少なくとも１つの第１混合器（２０、２５）は、
双方向の転送混合器として構成される、前記マルチビームレーダセンサ装置（１）におい
て、
　少なくとも１つの第２混合器（１０、１５）は、第１駆動状態から第２駆動状態へと切
り替え可能であり、前記混合器（１０、１５）は前記第１駆動状態では双方向の転送混合
器として構成され、前記第２駆動状態においては少なくともほぼ絶縁型の受信混合器とし
て構成され、
　前記装置は切り替え素子（１８）をさらに含み、前記切り替え素子（１８）によって、
前記第２混合器（１０、１５）の駆動状態が、前記第１駆動状態と前記第２駆動状態との
間で周期的に切り替え可能である、ことを特徴とする、マルチビームレーダセンサ装置（
１）。
【請求項２】
　複数の送信／受信チャネル（４２／１０、４４／２０、４６／２５、４８／１５）が隣
り合って配置され、外側にある前記信号経路の混合器（１０、１５）は、前記第１駆動状
態と第２駆動状態との間で切り替え可能であることを特徴とする、請求項１に記載の装置
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。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の装置を備えた車両。
【請求項４】
　間隔警告及び制御システムに利用される、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項５】
　マルチビームレーダセンサ装置（１）を用いて目標物の間隔及び／又は速度を決定する
方法であって、少なくとも２つの送信／受信チャネル（４２／１０、４４／２０、４６／
２５、４８／１５）を利用して、レーダ信号が前記目標物（５０）の方向に送信され、か
つ、反射されたレーダエコーが受信され、前記少なくとも２つの送信／受信チャネルの信
号経路はそれぞれにアンテナ（４２、４４、４６、４８）及び混合器（１０、１５、２０
、２５）を含み、少なくとも１つの第１混合器（２０、２５）は双方向の転送混合器とし
て駆動され、割り当てられた前記アンテナ（４４、４６）は、送信アンテナ及び受信アン
テナとして利用される、前記方法において、
　少なくとも１つの第２混合器（１０、１５）が、第１駆動状態においては前記混合器（
１０、１５）を双方向の転送混合器として利用し、前記割り当てられたアンテナ（４２、
４８）を送信アンテナとして及び受信アンテナとして利用し、かつ、前記第２駆動状態に
おいては前記混合器（１０、１５）をほぼ絶縁型の受信混合器として利用し、前記割り当
てられたアンテナ（４２、４８）を基本的に受信アンテナとして利用するために、前記第
１駆動状態から前記第２駆動状態へと切り替えられ、
　前記第２混合器（１０、１５）の前記駆動状態は、前記第１駆動状態と前記第２駆動状
態との間で周期的に切り替えられることを特徴とする、方法。
【請求項６】
　複数の送信／受信チャネル（４２／１０、４４／２０、４６／２５、４８／１５）が隣
り合って配置され、外側にある前記信号経路の前記混合器（１０、１５）は、前記第１駆
動状態と前記第２駆動状態との間で切り替えられることを特徴とする、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　前記第２混合器（１０、１５）の前記第１駆動状態及び前記第２駆動状態において測定
値が記録され、妥当性が検証されることを特徴とする、請求項５または６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本方法は、少なくとも２つの送信／受信チャネルを備えたマルチビームレーダセンサ装
置であって、少なくとも２つの送信／受信チャネルの信号経路はそれぞれにアンテナ及び
混合器を含み、少なくとも１つの第１混合器は、双方向の転送混合器として構成される、
上記マルチビームレーダセンサ装置に関する。さらに、本発明は、マルチビームレーダセ
ンサ装置を用いて目標物の間隔及び／又は速度を決定する方法であって、少なくとも２つ
の送信／受信チャネルを利用して、レーダ信号が目標物の方向に送信され、かつ、反射さ
れたレーダエコーが受信され、少なくとも２つの送信／受信チャネルの信号経路はそれぞ
れにアンテナ及び混合器を含み、少なくとも１つの第１混合器は双方向の転送混合器とし
て駆動され、割り当てられたアンテナは、送信アンテナ及び受信アンテナとして駆動され
る、上記方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のマルチビームレーダセンサ装置は、例えば、車両の間隔警告システム又は間隔
制御システムにおいて使用される。例えば、冒頭の形態のマルチビームレーダセンサ装置
を利用した際に、他の交通参加者の速度に従って車両速度を制御する適応速度制御システ
ムが実現される。
【０００３】
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　マルチビームレーダセンサ装置の空間分解能を高めるために、独国特許出願公開第１０
２００４０４４１３０号明細書には、レーダ光線又はレーダ光線ローブをそれぞれが放出
し又は受信する、複数の平行に配置されたアンテナを利用することが開示されている。そ
の際、レーダ信号の発信及び反射されたレーダ信号の受信は、１つの同一のアンテナによ
って行なわれる。追加的に、その送信電力が下げられ、又は完全に落とされた更なる別の
アンテナを設けることが可能である。この純粋な受信アンテナは通常、より細長い内側の
レーダ光線ローブを実現するために、マルチビームレーダセンサ装置の端の領域に配置さ
れている。これにより、角度分解能がさらに改善され、隣接車線からの悪影響が低減され
る。
【０００４】
　しかしながら、先に挙げた対策は、センサの視野範囲の外にある角度範囲においても、
後方散乱断面積の大きい目的物が検出されるのを防止することが出来ない。従って、車両
内の間隔警告及び／又は間隔制御システムは、例えば隣接車線を安全に通過するであろう
物体からも影響を受ける。さらに、公知のマルチビームレーダセンサ装置の角度分解能は
、建物又は車道外側線での反射により発生するエラーエコーを、エラーエコーとして一意
に識別し抑制するためには十分ではないことが多い。これにより、多くの場合、異なる視
角において、１つの物体が多重に検出される。このことも、間隔制御システムの間隔警告
におけるエラー信号、又は望まれない反応を引き起こす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、この従来技術から出発して、本発明の課題の根底には、設定可能な角度範囲の
外の目標物の検出を防止することにある。さらに、本発明の課題は、１つの目標物の多重
エコーを検出した際に、目的物の位置を一意に決定することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本課題は、本発明に基づいて、少なくとも２つの送信／受信チャネルを備えたマルチビ
ームレーダセンサ装置であって、少なくとも２つの送信／受信チャネルの信号経路はそれ
ぞれにアンテナ及び混合器を含み、少なくとも１つの第１混合器は、双方向の転送混合器
として構成され、少なくとも１つの第２混合器は第１駆動状態から第２駆動状態へと切り
替え可能であり、混合器は第１駆動状態では双方向の転送混合器として構成され、第２駆
動状態では少なくともほぼ絶縁型の（ａｎｎａｅｈｅｒｎｄ　ｉｓｏｌｉｅｒｅｎｄ）受
信混合器として構成される、上記マルチビームレーダセンサ装置によって解決される。
【０００７】
　さらに、本発明の解決は、マルチビームレーダセンサ装置を用いて目標物の間隔及び／
又は速度を決定する方法であって、少なくとも２つの送信／受信チャネルを利用して、レ
ーダ信号が目標物の方向に送信され、かつ、反射されたレーダエコーが受信され、少なく
とも２つの送信／受信チャネルの信号経路はそれぞれにアンテナ及び混合器を含み、少な
くとも１つの第１混合器は双方向の転送混合器として駆動され、割り当てられたアンテナ
は、送信アンテナ及び受信アンテナとして利用され、少なくとも第２混合器が、第１駆動
状態においては上記混合器を双方向の転送混合器として利用され、割り当てられたアンテ
ナを送信アンテナ及び受信アンテナとして利用し、かつ、第２駆動状態においては上記混
合器をほぼ絶縁型の受信混合器として利用し、割り当てられたアンテナを基本的に受信ア
ンテナとして利用するために、第１駆動状態から第２駆動状態へと切り替えられることを
特徴とする、方法にある。
【０００８】
　本発明に基づいて、複数のアンテナが特定の幾何学的関係において互いに配置されるこ
とにより、マルチビームレーダセンサ装置を実現することが提案される。利用されるアン
テナの数を確定する際、当業者は特に、必要な設置空間、及び切り替えコストに対して、
アンテナ数が増えるにつれて高くなる分解能を考慮する。特に、アンテナの数は、２～１
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０であることが多い。３つ又は４つのアンテナを利用することが特に有利である。
【０００９】
　これらアンテナの少なくとも１つは、本発明に基づいて、常に送信又は受信アンテナと
して利用される。このために、これらアンテナのそれぞれが、それぞれ転送混合器を介し
て、局部発振器の高周波数信号を導かれる。その際、転送混合器は、局部発振器により生
成される信号をアンテナへと転送すると共に、アンテナにより受信された信号を、局部発
振器の信号と混合する役目を果たす。この場合、混合物は、中間周波数信号であり、この
中間周波数信号の周波数は、受信された信号のドップラーシフトを示す。このようにして
、目標物の相対速度と、さらにレーダ信号の往復時間により目標物の間隔と、が決定され
うる。
【００１０】
　残りのアンテナは、第１駆動状態から第２駆動状態へと切り替え可能な混合器を介して
駆動される。第１駆動状態において、切り替え可能な混合器は、転送混合器（Ｔｒａｎｓ
ｆｅｒｍｉｓｃｈｅｒ）として機能する。これにより、混合器に割り当てられるアンテナ
は、既に先に記載したように、送信及び受信アンテナとして利用される。これに対して、
第２駆動状態においては、混合器は、局部発振器の信号からアンテナを絶縁させる絶縁型
混合器（ｉｓｏｌｉｅｒｅｎｄｅｒ　Ｍｉｓｃｈｅｒ）として機能する。これにより、割
り当てられたアンテナが、純粋な受信経路を構成することとなる。このようにして、マル
チビームレーダセンサ装置の送信電力及び放射特性が変更される。マルチビームレーダセ
ンサ装置の受信特性は、送信特性が変化する際も不変である。その際、通常の絶縁型混合
器も場合によっては非理想的な絶縁を有し、過結合信号（ｕｅｂｅｒｋｏｐｐｅｌｎｄｅ
ｓ　Ｓｉｇｎａｌ）によって、純粋な受信アンテナとして切り替えられたアンテナも、送
信電力を発する可能性があることは当然のことながら当業者には周知のことである。しか
しながら、この送信電力は、転送混合器を介して結合された送信電力よりは小さく、これ
により、アンテナ素子の指向性に影響を与える。絶縁型混合器とは、本願との関連におい
ては、少なくとも１０ｄＢ分、特に好適に、３０ｄＢ以上の送信信号の減衰を達成する混
合器として理解される。
【００１１】
　送信源の接続及び遮断の際にはメインローブ及びサブローブが変更されるため、送信ア
ンテナの少なくとも２つの異なる指向性における測定値の妥当性を互いに検証し合うこと
によって、センサの一意性範囲（Ｅｉｎｄｅｕｔｉｇｋｅｉｔｓｂｅｒｅｉｃｈ）を向上
させること可能である。特に、当業者は、測定値が多義的（ｍｅｈｒｄｅｕｔｉｇ）とな
る範囲が重ならないように、アンテナ構成の放射特性を変更する。このようにして、少な
くとも１つの放射特性において、各目標物に対する正確な角度が測定され得る。
【００１２】
　本発明の発展形態において、第２混合器の駆動状態を周期的に変更することが構想され
る。このようにして、マルチビームレーダセンサ装置の全測定範囲が、各利用可能な放射
特性を用いて、ユーザ又は下位制御素子に測定値が出力されるまで連続的に捉えられ、そ
の妥当性が検証される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】４つのアンテナを備えるマルチビームレーダセンサ装置の例示的な構成を示す。
【図２】第１駆動状態における図１に示されたマルチビームレーダセンサ装置の指向性を
示す。
【図３】第２駆動状態における図１に示されたマルチビームレーダセンサ装置の指向性を
示す。
【図４】１つの物体による多重エコーの発生を示す。
【図５】マルチビームレーダセンサ装置の、第１駆動状態における図４に示された状況で
の探知を解説する。
【図６】マルチビームレーダセンサ装置の、第２駆動状態における図４に示された状況で
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の探知を解説する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明に基づき提案されるマルチビームレーダセンサの実施形態を示す。図１
にかかる実施例は、４つのアンテナ４２、４４、４６、４８を利用する。マルチビームレ
ーダセンサ装置１は、その際、モノスタティックアンテナコンセプトを利用し、即ち、１
つの同一のアンテナを、レーダ信号の送信のため、及び、レーダエコーの受信のためにも
利用可能である。このために、各アンテナ４２、４４、４６、４８には、局部発振器の信
号が、混合器１０、２０、２５、１５を介して供給され、又は、受信モードにおいて導か
れる。
【００１５】
　図１にかかる実施例は、４つの直線的に配置されたアンテナ４２、４４、４６、４８を
備えたマルチビームレーダセンサ装置１を示している。当然のことながら、アンテナは、
他の幾何学的関係でも配置することが可能であり、又は、より多く又はより少ない数のア
ンテナを使用することが可能である。
【００１６】
　混合器２０及び２５は、示される実施例では転送混合器として構成される。この転送混
合器に、出力部Ｔｘを介して、局部発振器からの電力が供給される。混合器２０に供給さ
れた電力は、その後、少なくとも部分的にアンテナ４４に転送され、そこで、レーダ光線
又はレーダ光線ローブの放出をもたらす。同じようにして、転送混合器２５に供給された
電力は、少なくとも部分的にアンテナ４６に転送され、そこで、レーダ光線の放出をもた
らす。
【００１７】
　アンテナ４４又は４６によるレーダエコーの受信においては、アンテナにより受信され
た信号が、転送混合器２０又は２５に供給される。転送混合器２０又は２５は、受信され
た信号を、局部発振器により供給された信号と混合し、出力口Ｒｘにおいて、中間周波数
信号を用意する。この中間周波数信号は、送信信号が反射した際にレーダ目標物において
発生したドップラーシフトについての情報を含んでいる。
【００１８】
　これに対して、アンテナ４２及び４８はそれぞれ、第１駆動状態から第２駆動状態へと
切り替え可能な混合器１５と接続されている。この場合、切り替え可能な混合器１０及び
１５は、第１駆動状態においては、混合器２０及び２５との関連で記載されたように、転
送混合器として機能する。
【００１９】
　混合器１０又は１５の第２駆動状態において、これら混合器は、少なくともほぼ絶縁型
の受信混合器として機能する。このことは、混合器１０、１５の入力部Ｔｘで供給される
局所発振器の電力が、割り当てられたアンテナ４２及び４８に転送されないことを意味す
る。しかしながら、反対に、アンテナ４２により受信されたレーダ信号は混合器１０にお
いて、局所発振器で生成された信号と混合され、出力部Ｒｘでは再び、中間周波数信号が
利用可能であり、この中間周波数信号から、レーダ目標物での反射の際に生じたドップラ
ーシフトが決定されうる。同じようにして、混合器１５の出力部Ｒｘでは、アンテナ４８
の受信信号から生成された中間周波数信号が提供される。
【００２０】
　当然のことながら、当業者には、混合器１０及び１５が、第２駆動状態において、局部
発振器信号の出力Ｔｘと、割り当てられたアンテナ出力との間の非理想的な絶縁を有しう
ることは周知のことである。従って、第２駆動状態においても、低減された送信電力がア
ンテナ４２及び４８を介して発せられ得る。
【００２１】
　従って、混合器１０及び１５を第１駆動状態から第２駆動状態へと切り替えることによ
り、アンテナ４２及び４８の送信電力は影響を受ける。これにより、マルチビームレーダ
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センサ装置１により放出されるレーダ光線の角度分散が変化し、結果として、様々な受信
角度における検出確率又は信号強度も変化する。従って、切り替え素子１８による混合器
１０及び１５の周期的な切り替えによって、受信された信号の妥当性を連続的に検証する
ことが可能であり、このようにして、マルチビームレーダセンサ装置１の本来の視野範囲
の外のレーダ目標物からのエラーエコー、又は１つのレーダ目標物の多重反射が検出され
る。
【００２２】
　示される実施例において、マルチビームレーダセンサ装置１はさらに、マルチビームレ
ーダセンサ装置１により監視される角度範囲を、所望の目標範囲に調整するために、レン
ズ３０を有する。しかしながら、レンズ３０は任意であり、本発明の他の実施例において
は無くてもよいことに注意されたい。
【００２３】
　図２は、図１で示されるマルチビームレーダセンサ装置１の、第１の駆動状態における
指向性を示す。この場合、図２は、縦座標に、各アンテナ４２、４４、４６、４８により
放出されるレーダ強度を示し、横座標に、対応する放射角度を示している。図２の縦座標
は、図１に示される装置の対称軸と一致する。
【００２４】
　示される駆動状態において、混合器１０、２０、１５、及び２５は、転送混合器として
機能する。このことは、アンテナ４２、４４、４６、４８により放出されるレーダの出力
がほぼ同一であることを意味する。従って、図２のグラフは、４つのほぼ同じ高さのメイ
ンローブと、角度β又は－βにおいて発生する２つのサブローブを示している。
【００２５】
　図３は、混合器１０及び１５が第１駆動状態から第２の絶縁（ｉｓｏｌｉｅｒｅｎｄ）
駆動状態へと切り替えられた後の、図２と同一のグラフを示す。その際、図３は、混合器
２０及び２５が引き続き転送混合器として機能するため、アンテナ４４及び４６により発
せられる強度がほぼ変化していないことを示している。混合器１０及び１５の非理想的な
絶縁によって、より小さいとはいえ、送信電力がアンテナ４２及び４８により発せられる
。このようにして、マルチビームレーダセンサ装置１の、照らされる視野範囲が縮小され
る。しかしながら、混合器１０及び１５は引き続き受信混合器として機能するので、マル
チビームレーダセンサ装置１の受信特性は変化しないままである。
【００２６】
　送信電力の切り替えにより、メインローブのみならず、サブローブも変化する。示され
る実施例では、これらサブローブは、角度α又は－αにおいて発生する。好適に、図３の
角度αと、図２の角度βとは異なるように、アンテナ構成が構成される。このようにして
、マルチビームレーダセンサ装置の一意性範囲が向上する。当然のことながら、当業者に
は、他の送信アンテナの更なる別の混合器の切り替えによって、放出されるレーダ光線の
他の角度分散も生成されうることは周知のことである。本発明は、解決の原則として、外
側の送信アンテナの同期切り替えを教示しない。さらに、本発明に基づいて、２つ以上の
異なる指向性も、混合器の様々な組み合わせを切り替えることにより生成されうる。
【００２７】
　図４は、典型的な交通状況でのマルチビームレーダセンサ装置１の使用を示す。マルチ
ビームレーダセンサ装置１の前には、角度φｄにおいて、探知可能なレーダ目標物５０、
例えば、先行車両が存在する。その際、車道は左側が、ガードレール、又はトンネルの壁
６０によって囲まれている。このようにして、レーダ光線について更なる別の反射経路が
発生し、この反射経路は、レーダ目標物５０から出発してガードレール６０を介してマル
チビームレーダセンサ装置１に到達する。従って、マルチビームレーダセンサ装置１は、
角度φｒにおいて、存在するように見える第２のレーダ目標物を検知する。
【００２８】
　図４の個別状況において獲得される、マルチビームレーダセンサ装置１の測定値が図５
に示される。図５は再び、角度に対するレーダ光線の強度を示している。横座標には更に
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、２つの見かけ上のレーダ目標物が受信される角度φｄ及びφｒが記入されている。
【００２９】
　図５に示される状況では、図２と同様に全ての４つのレーダアンテナが送信動作におい
て機能しているが、２つの角度φｄ及びφｒにおける送信強度は同じ大きさである。従っ
て、２つの受信されるレーダエコーは同じ大きさで現れ、図４に示される状況は一意に検
出できない。
【００３０】
　２つの反射経路を有する１つのレーダ目標物５０と、２つの異なるレーダ目標物とを区
別する妥当性の検証のために、図６に示されるように、外側の送信アンテナ４２及び４８
の送信電力が下げられる。このようにして、光学的なカメラの望遠レンズが出来るように
、マルチビームレーダセンサ装置１により照らされる視野範囲が縮小される。図６から分
かるように、角度φｄでのレーダエコーの信号レベルが不変である状態での、角度φｒで
のレーダエコーの強度の低下のために、電子回路又はソフトウェアによって、角度φｒで
検出されたエコーがエラーエコー又は反射として検知されうる。
【００３１】
　当然のことながら、当業者には、本発明が示される実施例に限定されないことは周知の
ことである。むしろ、本発明の実施において、本発明を本質的に変更することなく、変形
及び変更を行なうことが可能である。従って、先の記載は制限するものとしてではなく、
解説するものとして見なされる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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